
平
成
二
十
五
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
九
号

国
土
交
通
省
関
係
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
五
十
五
号
）
第
十
一
条
第
四
項
第
二
号
、
第

十
二
条
第
七
項
、
第
十
三
条
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
十
七
条
第
三
項
、
第
十
八
条
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
九
項
、
第
二
十
条
第
二
項
、
第
四
十
四
条

第
四
項
並
び
に
第
五
十
二
条
第
五
項
並
び
に
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政

令
第
二
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
及
び
第
三
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
省
関
係
大
規
模
災
害
か
ら
の
復

興
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
法
第
十
一
条
第
四
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
）

第
一
条
　
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
四
項
第
二
号
の
国
土

交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
都
市
計
画
に
関
し
学
識
経
験
を
有
す
る
者
、
特
定
被
災
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
及

び
特
定
被
災
市
町
村
の
議
会
の
議
長
を
代
表
す
る
者
に
つ
き
、
特
定
被
災
都
道
府
県
の
知
事
が
推
薦
す
る
者
と
す

る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
者
の
ほ
か
、
特
定
被
災
都
道
府
県
の
知
事
は
、
法
第
十
一
条
第
四
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
者
と
し
て
関
係
行
政
機
関
の
職
員
を
推
薦
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
都
市
計
画
審
議
会
へ
の
付
議
）

第
二
条
　
法
第
十
二
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
付
議
を
し
よ
う
と
す
る
特
定
被
災
市
町
村
等
は
、
同
条
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
意
見
書
の
要
旨
に
併
せ
て
、
復
興
計
画
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
同
条
第
一
項
第
三
号
に
定

め
る
事
項
の
案
を
都
道
府
県
都
市
計
画
審
議
会
又
は
市
町
村
都
市
計
画
審
議
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
開
発
許
可
を
受
け
た
土
地
以
外
の
土
地
に
お
け
る
建
築
等
の
同
意
の
基
準
）

第
三
条
　
法
第
十
三
条
第
十
一
項
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
基
準
は
、
都
市
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
五
十
八
号
）
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
基
準
と

す
る
。

２
　
法
第
十
三
条
第
十
二
項
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

基
準
は
、
都
市
計
画
法
施
行
令
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
基
準
（
同
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
基
準
を
除
く
。
）

と
す
る
。

（
協
議
会
が
組
織
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
集
団
移
転
促
進
事
業
に
関
す
る
協
議
及
び
同
意
）

第
四
条
　
法
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
を
し
、
及
び
同
意
を
得
よ
う
と
す
る
特
定
被
災
市
町
村
等
は
、

協
議
書
に
復
興
計
画
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
集
団
移
転
促
進
事
業
に
関
す
る
事
項
を
記

載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
復
興
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
及
び
国
土
交
通
大
臣
に
提
出

す
る
も
の
と
す
る
。

（
協
議
会
が
組
織
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
申
出
地
区
に
関
す
る
協
議
及
び
同
意
）

第
五
条
　
法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
を
し
、
及
び
同
意
を
得
よ
う
と
す
る
特
定
被
災
市
町
村
等
は
、

協
議
書
に
復
興
計
画
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
出
地
区
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書

類
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
協
議
会
及
び
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の

と
す
る
。

（
都
市
計
画
区
域
内
の
申
出
地
区
に
係
る
手
続
）

第
六
条
　
法
第
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
各
号
に
定
め
る
手
続
を
経
よ
う
と
す
る
特
定
被
災
市
町
村
等

は
、
復
興
計
画
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
定

め
る
書
類
を
市
町
村
都
市
計
画
審
議
会
又
は
都
道
府
県
都
市
計
画
審
議
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
協
議
会
が
組
織
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
住
宅
地
区
改
良
事
業
に
関
す
る
協
議
）

第
七
条
　
法
第
十
八
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
を
し
よ
う
と
す
る
特
定
被
災
市
町
村
等
は
、
協
議
書
に
復
興
計

画
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
住
宅
地
区
改
良
事
業
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
そ
の

他
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
協
議
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
協
議
会
が
組
織
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
国
土
交
通
省
が
行
う
地
籍
調
査
に
関
す
る
協
議
及
び
同
意
）

第
八
条
　
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
を
し
、
及
び
同
意
を
得
よ
う
と
す
る
特
定
被
災
市
町
村
等
は
、

協
議
書
に
復
興
計
画
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
が
行
う
地
籍
調
査
に
関
す
る

事
項
を
記
載
し
た
書
類
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
協
議
会
及
び
国
土
交
通
大

臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
九
条
　
法
第
四
十
四
条
第
二
項
及
び
第
五
十
二
条
第
二
項
並
び
に
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
施
行

令
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
十
五
条
第
一
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限

は
、
地
方
整
備
局
長
又
は
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
法
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
日
）
か

ら
施
行
す
る
。
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